
川崎市上下水道局現金の保管運用に関する取扱要綱 

（平成１４年３月２８日１３川水総経第１９３号） 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、地方公営企業法施行令（昭和２７年政令第４０３号）第

２２条の６の規定及び川崎市公金の保管及び運用に関する方針（平成１４年

２月１日１３川収第７２１号。以下「方針」という。）の規定に基づき、水

道事業、工業用水道事業及び下水道事業の業務（以下「業務」という。）に

係る現金の保管及び運用（以下「保管運用」という。）について必要な事項

を定めるものとする。 

（基本方針） 

第２条 業務に係る現金の保管運用は、方針第３条に規定する基本原則に基づ

き、これを行わなければならない。 

２ 業務に係る現金（資金前渡されたものを除く。次項を除き、以下「現金」

という。）の保管運用は、財務課の出納・財源担当の担当課長（以下「財務

課担当課長」という。）がその方法及び相手方金融機関を定めて行う。 

３ 業務に係る現金（資金前渡されたものに限る。以下「前渡金」という。）

の保管は、川崎市上下水道局財務規程（昭和３９年水道局規程第８号。以下

「規程」という。）第６３条の規定により資金前渡を受ける者（以下「前渡

金管理者」という。）が相手方金融機関を定めて行う。 

（保管方法） 

第３条 現金の保管は、原則として規程第７条第１項に規定する公金取扱金融

機関（以下「公金取扱金融機関」という。）への決済性の預貯金により行う

ものとする。ただし、自己資本比率等の経営の健全度を測る指標が一定水準

にある公金取扱金融機関への預貯金については、この限りではない。 

２ 前渡金の保管は、直ちに支払を要する場合を除いて、規程第６４条第１項



の規定により確実な金融機関への決済性の預貯金により行うものとする。こ

の場合において、前渡金管理者は、前渡金を公金取扱金融機関以外の金融機

関に預貯金により保管するときは、あらかじめ財務課担当課長と協議するも

のとする。 

（運用方法等） 

第４条 現金の運用は、財務課担当課長が資金計画等に基づき運用額及び期間

を決定し、支払準備金に支障のない限り、次の各号に掲げる方法により行う

ものとする。 

（１）預貯金 

（２）日本国債、日本国政府保証債、地方債、地方公共団体金融機構債及び財

投機関債（財務省が財投機関債の発行予定額に計上している債券のうち、

金融庁が登録した信用格付業者の１社以上から格付符号ＡＡ（Ｍｏｏｄｙ

’Ｓによる格付については格付符号Ａａ２）以上を取得した財投機関が発

行する債券に限る。）の取得 

２ 前項第１号の方法により現金の運用を行う場合の運用先は、公金取扱金融

機関から川崎市公金取扱金融機関評価基準（平成１４年３月２０日１３川収

第８４６号。以下「評価基準」という。）第４条第１項の規定に基づき選定

するものとする。 

３ 第１項第２号の方法により現金の運用を行う場合の取得先は、方針第７条

の規定に基づき選定するものとする。 

（預貯金の保全） 

第５条 財務課担当課長は、公金取扱金融機関等の経営状況が評価基準第５条

に該当するときは、必要に応じて預貯金量の調整を行うものとする。 

（その他必要事項） 

第６条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。 



附 則 

（施行期日） 

１ この要領は、平成１４年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要領の施行の際、現に運用している業務に係る現金については、なお

従前の例による。 

３ この要領の施行の際、現に保管をしている前渡金で、公金取扱金融機関以

外に預貯金をしているものについては、経理課長にその旨を届けるものとす

る。 

（要領の廃止） 

４ 川崎市水道局資金運用事務処理要領（平成１２年８月１日１２川水総経第

７４号）は廃止する。 

   附 則（平成１９年３月３０日１８川水総経第３７１号） 

この要領は、平成１９年４月１日から施行する。 

   附 則（平成２２年３月３１日２１川水総総第２００５号） 

この要綱は、平成２２年４月１日から施行する。 

附 則（平成２３年３月３１日２２川上経第１１５５号） 

この要綱は、平成２３年４月１日から施行する。 

附 則（平成２４年３月２９日２３川上経第８３３号） 

この要綱は、平成２４年４月１日から施行する。 

附 則（令和６年３月６日５川上総財第１１９７号） 

この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 

  附 則 

この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 


